
議案第４号 

 

   あきる野市病児・病後児保育室の設置及び管理に関する条例 

 

 上記の議案を提出する。 

 

  平成３０年２月２０日 

 

                 提出者  あきる野市長 澤 井 敏 和 

 

提案理由 

 病児・病後児保育室を設置し、病児・病後児保育事業を実施するに当たり、保育室の設置

及び管理に関して必要な事項を定める必要がある。 

 

   あきる野市病児・病後児保育室の設置及び管理に関する条例 

 （設置） 

第１条 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第５９条第１１号の規定に基づ

く病児保育事業を実施することにより、保護者の子育てと就労の両立等を支援するととも

に、児童の健全な育成に寄与するため、病児・病後児保育室（以下「保育室」という。）

を設置する。 

 （名称及び位置） 

第２条 保育室の名称及び位置は、次のとおりとする。 

  名称 秋川流域病児・病後児保育室 

  位置 あきる野市引田７９番地１ 

 （事業） 

第３条 保育室は、第１条の目的を達成するため、次の事業を行う。  

 （１） 病児（病気の回復期に至っていない児童で、当面の症状の急変が認められないも

のをいう。以下同じ。）及び病後児（病気の回復期にある児童をいう。以下同  

じ。）の保育室の利用に関すること。 

 （２） 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業に関すること。 

２ 事業の実施主体は、あきる野市（以下「市」という。）とする。ただし、市は、事業の

全部又は一部を医療機関に委託して実施することができる。 

 （休所日） 

第４条 保育室の休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めると

きは、これを変更し、又は臨時に休所日を定めることができる。 

 （１） 日曜日及び土曜日 

 （２） 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日  

 （３） １２月２９日から翌年の１月３日までの日（前号に掲げる日を除く。）  

 （利用時間） 



第５条 保育室の利用時間は、午前８時から午後６時までとする。ただし、市長が特に必要

があると認めるときは、これを変更することができる。 

 （利用期間） 

第６条 保育室は、同一の児童が引き続き８日以上利用することができない。ただし、市長

が特に必要があると認めるときは、この限りでない。 

 （利用対象児童） 

第７条 保育室を利用できる児童は、保育室を利用しようとする日において、次の各号のい

ずれにも該当する児童とする。 

 （１） 市内又は市と第３条第１項各号に規定する事業について定めた協定を締結した区

市町村に住所を有する者。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。  

 （２） 生後６月に達する日から満９歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にあ

る者 

 （３） 病児又は病後児であると医師に診断された者 

 （４） 集団保育が困難で、かつ、保護者が勤務、傷病等の都合により家庭で保育を行う

ことが困難な者 

 （利用の登録） 

第８条 保育室の利用を希望する児童の保護者は、あらかじめ利用の登録をしなければなら

ない。 

 （利用の許可） 

第９条 前条の規定による登録をした保護者は、保育室を利用しようとするときは、市長の

許可を受けなければならない。 

２ 市長は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。  

 （利用の不許可） 

第１０条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、保育室の利用を許可し

ない。 

 （１） 管理上支障があるとき。 

 （２） 前号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。 

 （費用） 

第１１条 保育室の利用の許可を受けた保護者（以下「利用者」という。）は、規則で定め

る費用を市長が指定する納期限までに納付しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、特別の理由があると認めるときは、費用を減免する

ことができる。 

 （費用の不還付） 

第１２条 既納の費用は、還付しない。 

 （利用登録等の取消し等） 

第１３条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の登録若しくは許

可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。  

 （１） 保育室を利用する児童（以下「利用児童」という。）が感染症の疾患を有し、他

の児童に感染するおそれがあるとき。 



 （２） 利用児童の病状が重くなり、入院加療の必要があるとき。  

 （３） 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。 

 （４） 利用の目的又は利用の条件に違反したとき。 

 （５） 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。 

２ 市長は、前項の規定により利用者が受けた損害については、賠償の責めを負わないもの

とする。 

 （保育室の管理） 

第１４条 市長は、保育室の管理を地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２

第３項の規定により、指定管理者に行わせることができる。 

 （指定管理者が行う業務） 

第１５条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 

 （１） 第３条第１項各号に規定する事業に関すること。 

 （２） 保育室の施設、附帯設備等の維持管理に関すること。 

 （指定管理者の指定の手続等） 

第１６条 指定管理者の指定の手続等については、あきる野市公の施設に係る指定管理者の

指定手続等に関する条例（平成１７年あきる野市条例第２号）の定めるところによる。  

 （利用料金） 

第１７条 第１１条の規定にかかわらず、第１４条の規定により指定管理者が管理を行う場

合は、保育室の利用の許可を受けた者は、その利用に係る料金（以下「利用料金」とい  

 う。）を指定管理者が指定する納期限までに納付しなければならない。  

２ 利用料金の額は、規則で定める費用の額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市

長の許可を受けて定めることができる。 

３ 前２項の規定にかかわらず、指定管理者は、市長が特別の理由があると認めるときは、

利用料金を減免することができる。 

４ 利用料金は、指定管理者の収入とする。 

 （準用規定） 

第１８条 第４条から第６条まで、第９条、第１０条、第１２条及び第１３条の規定は、第

１４条の規定により指定管理者が管理を行う場合について準用する。この場合において、

第４条ただし書、第５条ただし書及び第６条ただし書中「市長が特に必要があると認める

とき」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得たとき」と、第９条、第１０条及び第  

１３条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第１２条（見出しを含む。）中

「費用」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。 

 （委任） 

第１９条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から

施行する。 

 （準備行為） 



２ この条例の規定による利用の登録及び利用の許可並びにこれらに関し必要なその他の行

為は、この条例の施行前においても行うことができる。 


